
「
健
康
」「
自
死
対
策
」の
ア
ン
ケ
ー
ト
に
協
力
を
お
願
い
し
ま
す

　
町
は
、令
和
６
年
度
か
ら
の「
健
康
ひ

ら
い
ず
み
21（
第
３
次
）」「
町
自
死
対

策
計
画（
第
２
次
）」策
定
の
基
礎
資
料

と
す
る
た
め
、無
作
為
に
抽
出
し
た
18

～
79
歳
の
町
民
１
２
０
０
人
に
ア
ン

ケ
ー
ト
調
査
票
を
送
付
し
ま
し
た
。

　
調
査
票
の
提
出
期
限
は
11
月
４
日

（
金
）で
す
。よ
り
良
い
計
画
に
す
る
た

め
、皆
さ
ん
の
ア
ン
ケ
ー
ト
へ
の
協
力

を
お
願
い
し
ま
す
。

■
問
い
合
わ
せ
先

　

保
健
セ
ン
タ
ー　

察
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町
職
員
懲
戒
審
査
委
員
に

佐
藤
さ
ん
、小
室
さ
ん
、岩
渕
さ
ん

　

町
議
会
定
例
会
９
月
会
議
で
同
意
さ

れ
、
町
職
員
懲
戒
審
査
委
員
に
佐
藤
敏
雄

さ
ん
（
21
区
）
、
小
室
光
子
さ
ん
（
６
区
）
、

岩
渕
省
一
さ
ん
（
21
区
）
が
任
命
さ
れ
ま

し
た
。

　

任
期
は
10
月
１
日
か
ら
３
年
間
で
す
。　

佐藤　敏雄さん
（長島字野田）

岩渕　省一さん
（長島字杉）

小室　光子さん
（平泉字日照田）

11 10広報ひらいずみ　№ 785 広報ひらいずみ　№ 785

弾
道
ミ
サ
イ
ル
落
下
時
の
行
動
に
つ
い
て

　
弾
道
ミ
サ
イ
ル
が
日
本
に
落
下
す
る

可
能
性
が
あ
る
場
合
は
、国
か
ら
の
緊

急
情
報
を
瞬
時
に
伝
え
る「
Ｊ
ア
ラ
ー

ト
」を
活
用
し
て
、防
災
行
政
無
線
や
緊

急
速
報
メ
ー
ル
な
ど
で
緊
急
情
報
を
お

知
ら
せ
し
ま
す
。

　
ミ
サ
イ
ル
は
、発
射
か
ら
10
分
も
し

な
い
う
ち
に
到
達
す
る
可
能
性
が
あ
り

ま
す
。緊
急
情
報
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
が
流

れ
た
ら
、落
ち
着
い
て
、直
ち
に
行
動
し

て
く
だ
さ
い
。

■
避
難
方
法

　
▽
屋
外
に
い
る
場
合

　
　
　
近
く
の
建
物
内
か
地
下
に
避
難

　
▽
建
物
が
な
い
場
合

　
　

物
陰
に
身
を
隠
す
か
、
地
面
に

伏
せ
て
頭
部
を
守
る

　
▽
屋
内
に
い
る
場
合

　
　

窓
か
ら
離
れ
る
か
、
窓
の
な
い

部
屋
に
移
動
す
る

■
問
い
合
わ
せ
先

　

総
務
課　
　
　
　

察
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５
５
４
０

戦
没
者
な
ど
の
遺
族
に
対
す
る「
特
別
弔
慰
金
」に
つ
い
て

　
戦
没
者
な
ど
の
遺
族
に「
第
11
回
特
別

弔
慰
金
」を
支
給
す
る
手
続
き
を
受
け
付

け
て
い
ま
す
。請
求
が
済
ん
で
い
な
い
場

合
、早
め
の
手
続
き
を
お
願
い
し
ま
す
。

■
支
給
対
象
者

　

▽
弔
慰
金
の
受
給
権
者

　

▽
戦
没
者
な
ど
の
子

　

▽
戦
没
者
な
ど
の
父
母
、
孫
、
祖
父

母
、き
ょ
う
だ
い

　

▽
前
記
を
除
く
戦
没
者
な
ど
の
３
親

等
内
の
親
族

■
支
給
内
容
…
額
面
25
万
円

　
　
　
　
　
　

※
５
年
償
還
の
記
名
国
債

■
請
求
期
限
…
令
和
５
年
３
月
31
日（
金
）

■
問
い
合
わ
せ
先

　

町
民
福
祉
課　
　

察
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家
屋
を
取
り
壊
し
た
と
き
は
、届
け
出
て
く
だ
さ
い

家
屋
の
全
部
ま
た
は
一
部
を
取
り
壊

し
た
と
き
は
、届
け
出
が
必
要
で
す
。固

定
資
産
税
は
、
毎
年
１
月
１
日
の
賦
課

期
日
時
点
に
存
在
す
る
家
屋
に
課
税
さ

れ
ま
す
。
年
の
途
中
で
取
り
壊
し
た
家

屋
は
翌
年
度
か
ら
課
税
さ
れ
ま
せ
ん
の

で
、年
末
ま
で
に
届
け
出
て
く
だ
さ
い
。  

■
未
登
記
家
屋
を
取
り
壊
し
た
と
き

　

町
税
務
課
に「
家
屋
滅
失
届
」を
提
出

し
て
く
だ
さ
い
。

■
登
記
済
家
屋
を
取
り
壊
し
た
と
き

　
法
務
局
で
滅
失
登
記
の
申
請
を

行
っ
て
く
だ
さ
い
。
役
場
で
の
手
続
き

は
必
要
あ
り
ま
せ
ん
。

　

滅
失
登
記
を
行
わ
な
い
と
き
、
ま
た

は
滅
失
登
記
が
家
屋
を
取
り
壊
し
た
翌

年
以
降
に
な
る
と
き
は
、
町
税
務
課
に

家
屋
滅
失
届
を
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

■
注
意
事
項

　
家
屋
を
取
り
壊
し
た
場
合
は
、
土
地

に
対
す
る
固
定
資
産
税
の
税
額
が
変
わ

る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

　

居
住
用
家
屋
が
建
っ
て
い
る
土
地
は

「
住
宅
用
地
に
対
す
る
課
税
標
準
の
特

例
」
が
適
用
さ
れ
、固
定
資
産
税
が
減
額

さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
た
め
、家
屋
を
取

り
壊
す
と
、
そ
の
土
地
は
特
例
の
適
用

か
ら
外
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

■
問
い
合
わ
せ
先

　

税
務
課　
　
　
　

察
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11
月
は「
児
童
虐
待
防
止
推
進
月
間
」で
す

　
児
童
虐
待
は
子
ど
も
の
権
利
を
侵
害

す
る
行
為
で
、
子
ど
も
の
健
や
か
な
成

長
に
影
響
を
及
ぼ
し
ま
す
。
「
虐
待
か

も
」
と
思
っ
た
ら
、
町
の
相
談
窓
口
や

児
童
相
談
所
虐
待
対
応
ダ
イ
ヤ
ル
（
察

１
８
９
）な
ど
に
連
絡
し
て
く
だ
さ
い
。

■
児
童
虐
待
と
は

▽
身
体
的
虐
待

　

殴
る
、
蹴
る
、
叩
く
、
投
げ
落
と

す
、
激
し
く
揺
さ
ぶ
る
、
や
け
ど

を
負
わ
せ
る
、溺
れ
さ
せ
る
な
ど

▽
性
的
虐
待

　

子
ど
も
へ
の
性
的
行
為
、
性
的

行
為
を
見
せ
る
、
ポ
ル
ノ
グ
ラ

フ
ィ
の
被
写
体
に
す
る
な
ど

▽
ネ
グ
レ
ク
ト

　

乳
幼
児
を
家
に
残
し
外
出
す

る
、
食
事
を
与
え
な
い
、
ひ
ど
く
不

潔
な
ま
ま
に
す
る
、
車
の
中
に
放

置
す
る
、
重
い
病
気
に
な
っ
て
も

病
院
に
連
れ
て
行
か
な
い
な
ど

▽
心
理
的
虐
待

　

言
葉
に
よ
り
脅
か
す
、
無
視
す

る
、
き
ょ
う
だ
い
間
で
差
別
的
な
扱

い
を
す
る
、
子
ど
も
の
目
の
前
で
家

族
に
対
し
て
暴
力
を
ふ
る
う
な
ど

■
相
談
窓
口
・
問
い
合
わ
せ
先

　

町
民
福
祉
課　
　

察
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一
関
児
童
相
談
所　

察
21
―
０
５
６
０

　

児
童
相
談
所
虐
待
対
応
ダ
イ
ヤ
ル　

察
１
８
９

令
和
５
年
度
新
入
学
児
童「
就
学
時
健
康
診
断
」を
実
施
し
ま
す

　
令
和
５
年
春
の
小
学
校
入
学
に
備

え
、新
１
年
生
に
な
る
児
童
を
対
象
と
し

た
健
康
診
断
を
、11
月
16
日（
水
）に
行
い

ま
す
。児
童
の
健
康
状
態
を
把
握
し
、安

心
し
て
学
校
生
活
を
送
る
た
め
に
必
要

な
健
康
診
断
で
す
の
で
、必
ず
受
診
し

て
く
だ
さ
い
。

　
詳
し
い
日
程
と
場
所
は
、保
育
所
や

幼
稚
園
を
通
じ
て
配
布
し
た
案
内
文
書

を
確
認
し
て
く
だ
さ
い
。

　
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の

感
染
状
況
に
よ
っ
て
は
、健
診
内
容
を

変
更
す
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。そ
の
際

は
、保
育
所
や
幼
稚
園
を
通
じ
て
お
知

ら
せ
し
ま
す
。

■
対
象
者

　

平
成
28
年
４
月
２
日
～
29
年
４
月
１

日
生
ま
れ
の
児
童

■
検
査
項
目

　
内
科
検
診
、
眼
科
検
診
、
耳
鼻
科
検

診
、
歯
科
検
診
、
視
力
検
査
、
聴
力
検

査
、言
語
検
査
、知
能
検
査

■
そ
の
他

▽
案
内
文
書
が
手
元
に
な
い
場
合

は
、
教
育
委
員
会
事
務
局
に
連
絡

し
て
く
だ
さ
い
。

▽
検
査
項
目
に
よ
っ
て
、
保
護
者
ま

た
は
代
理
の
人
の
付
き
添
い
が

必
要
で
す
。

▽
健
康
診
断
で
特
別
な
配
慮
を
希

望
す
る
場
合
は
、
必
ず
事
前
に
連

絡
し
て
く
だ
さ
い
。

■
問
い
合
わ
せ
先

　

教
育
委
員
会
事
務
局　

察
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第
５
回「
ひ
ら
い
ず
み
コ
コ
ロ
フ
ェ
ス
タ
」を
開
催
し
ま
す

　
自
分
の
心
と
上
手
に
付
き
合
い
、誰

も
が
互
い
を
尊
重
し
、支
え
合
う
町
を

目
指
し
、第
５
回「
ひ
ら
い
ず
み
コ
コ
ロ

フ
ェ
ス
タ
」を
開
催
し
ま
す
。

■
日
時
…
11
月
30
日（
水
）午
前
10
時
～

■
場
所
…
役
場
２
０
１
会
議
室

■
内
容

　

講
演
、
個
別
相
談
（
要
予
約
）
、
障
が
い
者

福
祉
施
設
に
よ
る
パ
ン
と
コ
ー
ヒ
ー
の
販
売

■
定
員
…
先
着
50
人

■
講
演
内
容
①

　

「
障
が
い
福
祉
サ
ー
ビ
ス
に
つ
い
て
」

　

▽
講
師

　
　

千
葉
芳
揮
氏
（
社
会
福
祉
法
人
幸

得
会
副
本
部
長
兼
居
宅
介
護
支
援

セ
ン
タ
ー
や
す
ら
ぎ
施
設
長
）

■
講
演
内
容
②

　

「
次
世
代
の
子
ど
も
の
心
～
生
き
づ

ら
さ
を
抱
え
た
人
に
寄
り
添
っ
て
～
」

　

▽
講
師

　
　

阿
部
直
樹
氏（
家
族
心
理
士
・
そ
ら

を
見
た
会
代
表
）

■
申
し
込
み
・
問
い
合
わ
せ
先

　

保
健
セ
ン
タ
ー　

察
46
―
５
５
７
１

在
宅
医
療
や
介
護
に
つ
い
て
考
え
る
講
演
会（
オ
ン
ラ
イ
ン
）を
実
施
し
ま
す

　
町
は
、地
域
の
み
な
さ
ん
で
在
宅
医

療
や
介
護
に
つ
い
て
考
え
る
き
っ
か
け

づ
く
り
と
し
て
、
講
演
会
（
オ
ン
ラ
イ

ン
）を
実
施
し
ま
す
。

　
11
月
30
日
（
い
い
看
取
り
、
看
取
ら

れ
）は「
人
生
会
議
の
日
」で
す
。命
の
危

険
が
迫
っ
た
状
態
に
な
る
と
、約
７
割

の
人
が
医
療
や
ケ
ア
な
ど
を
自
分
で
決

め
た
り
、望
み
を
人
に
伝
え
た
り
す
る

こ
と
が
で
き
な
く
な
っ
た
り
す
る
と
い

わ
れ
て
い
ま
す
。

　
も
し
も
の
と
き
に
備
え
、大
切
に
し

て
い
る
こ
と
や
望
む
医
療
、ケ
ア
の
考

え
を
整
理
し
、家
族
や
友
人
な
ど
と
話

し
合
っ
て
共
有
し
て
お
く「
ア
ド
バ
ン

ス
・
ケ
ア
・
プ
ラ
ン
ニ
ン
グ
（
人
生
会

議
）」が
大
切
で
す
。こ
の
機
会
に
人
生

会
議
に
つ
い
て
考
え
て
み
ま
せ
ん
か
。

■
日
時
…
12
月
３
日（
土
）

　
　
　
　

午
後
１
時
30
分
～
３
時
30
分

■
場
所

　

役
場
２
０
１
会
議
室

■
基
調
講
演

　

「
在
宅
医
療
・
緩
和
ケ
ア
の
現
場
か
ら

～
縁
起
で
も
な
い
!!
で
も
本
当
に
そ
う

な
の
か
？
誰
で
も
い
つ
か
は
そ
の
時
の

た
め
に
～
」

　

▽
講
師

　
　

平
野
拓
司
氏
（
県
立
磐
井
病
院　

緩
和
医
療
科
長
）

■
事
例
紹
介

　

「
元
気
な
時
こ
そ
人
生
会
議
～
い
つ

で
も
ど
こ
で
も
そ
の
人
ら
し
く
～
」

　

▽
講
師

　
　

小
笠
原
章
子
氏
（
県
立
磐
井
病
院　

緩
和
ケ
ア
認
定
看
護
師
）

■
定
員
…
先
着
50
人

■
申
込
期
限
…
11
月
25
日（
金
）

■
申
し
込
み
・
問
い
合
わ
せ
先

　

保
健
セ
ン
タ
ー　

察
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―
５
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